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     令和元年１１月２８日 総 務 部 職 員 課 
 

令和元年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 令和元年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 令和元年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 令和元年度特別区給与改定交渉による主な妥結内容 

 １ 月例給 公民較差（△2,235 円、△0.58%）を解消するため、勧告に基づき給料表を改定する。（令和 2年 1月 1日適用） 
 ２ 特別給 支給月数を 4.50 月（再任用は 2.35 月）から 4.65 月（再任用は 2.45 月）に改める。0.15 月（再任用は 0.1 月）の引上げ分は、勤勉手当に割り振る。 （令和元年 12 月支給分から適用）  ３ 業務職給料表 行政職給料表（一）と同率程度引き下げる。（令和 2年 1月 1日適用）  ４ 退職手当    給与改定による影響を考慮し、令和 2年 1月 1日から同年 3月 31日の間における定年退職者等の基本額に係る激変緩和措置を実施する。（令和 2年 1月 1日適用）  ５ 技能・業務系人事制度    技能主任職の任用資格について、1級職における在職年数を「16年」から「12年」にするとともに、技能主任職昇任選考の受験資格について、「1級職に 12 年以上在職し、年齢が 58歳未満の者」とする。なお、それぞれに経過措置を設ける。（令和 2年 4月 1日適用）  ６ 技能・業務系職員の勤勉手当の成績率における勤務成績判定区分    職務・職責に応じた勤務成績をきめ細かに反映するため、勤務成績判定区分を改正する。（令和 2年 1月 1日適用（令和 3年 6月支給分から適用））  
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